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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成29年9月7日(2017.9.7)

【公表番号】特表2014-524486(P2014-524486A)
【公表日】平成26年9月22日(2014.9.22)
【年通号数】公開・登録公報2014-051
【出願番号】特願2014-523296(P2014-523296)
【国際特許分類】
   Ｃ１０Ｇ  45/02     (2006.01)
【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年7月27日(2017.7.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２以上の反応器、特に２以上の反応空間が並列に配置された研究施設規模の反応器（研
究施設の触媒装置）の配置構成において生成流体ストリームを処理する方法であって、
　（ａ）液体フィード、水素または他の反応ガス、または液体フィード、水素（または他
の反応ガス）及びキャリアガスを含有する出発液体ストリームを個々の反応空間にそれぞ
れ供給し、
　ここで前記液体フィードは、硫黄含有量が０．５～７質量％であり、及び窒素含有量が
０．１～５質量％であり、及び
　（ｂ）個々の反応空間から生じる生成流体ストリームをそれぞれ分離器に搬送し、
　少なくとも一種の不活性ガスを、反応空間の出口側における個々の領域、好適には反応
空間と分離器との間に供給し、不活性ガス（ＶＩＧ）の体積流量と生成流ストリーム（Ｖ

ＰＦＳ）の体積流量との比ＶＩＧ／ＶＰＦＳは≧１０であることを特徴とする方法。
【請求項２】
　不活性ガス中の気相の窒素が、５０％以上、好適には９０％以上、より好適には９５％
以上であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　液体フィードが、油、重油、灯油、ディーゼル、ガソリン、ＧＶＯ（ガス真空オイル）
及び／または常圧残油（ロングレジッド）のクラスから選択された物質を含有することを
特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　反応空間の温度が１００℃～７００℃の範囲であり、反応空間の圧力が２０ｂａｒ～２
５０ｂａｒの範囲であり、
　より好適には、反応空間の温度が１５０℃～５５０℃の範囲であり、反応空間の圧力が
５０ｂａｒ～２００ｂａｒの範囲であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項５】
　供給される出発流は、０．０５～１０ｈ－１、好適には０．５～３ｈ－１の範囲のＬＨ
ＳＶを有し、
　装置に接続される個々の反応空間はそれぞれ、０．２～１００ｍｌの範囲の内部容積、
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好適には１～５０ｍｌの範囲の内部容積を有することを特徴とする請求項１～４のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項６】
　反応空間は、５００ｍｌ未満、好適には２５０ｍｌ未満、より好適には１００ｍｌ未満
、さらに好適には５０ｍｌ未満、特に好適には１０ｍｌ未満の内部容積を有し、
　特に好適には、個々の反応空間は、０．２ｍｌ～１００ｍｌの範囲の内部容積を有する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
  上記した本発明の目的及び上記していない本発明のさらなる目的は、生成流体の継続的
な処理についての請求項１に係る方法によって達成される。この方法は、２以上の反応器
、特に、並列に設けられた２以上の反応領域を有するラボスケールの反応器を備える装置
（研究施設の触媒装置）において生成流体ストリームを処理する方法において、
  （ａ）液体フィード及び水素または他の反応ガスまたは液体フィード、水素（または他
の反応ガス）及びキャリアガスを含有する出発液体ストリームを個々の反応領域にそれぞ
れ供給し、
  （ｂ）個々の反応領域に存在する生成ガス流をそれぞれ分離器に搬送し、
  不活性ガスが、反応領域の出口側の個々の領域、好適には反応領域と分離器との間また
は分離器と出口側流下制限器との間に供給され、かつ不活性ガス（ＶＩＧ）の流下量と生
成流体ストリーム（ＶＰＦＳ）の流下量との比ＶＩＧ／ＶＰＦＳは、≧２または≧５であ
ることを特徴とする。
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